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議会運営委員会会議録 

 

日 時    令和元年１１月２６日（火）    開会時刻  午前１０時 ７分 

                        閉会時刻  午前１０時１５分 

 

場 所    議会運営委員会室 

 

出席者    委員長 浅川力三   副委員長 飯島 修 

       皆川 巖  鈴木幹夫  望月 勝  河西敏郎  白壁賢一 

       永井 学  土橋 亨 

       議長 大柴邦彦   副議長 遠藤 浩 

 

       委員外議員 佐野弘仁  小越智子  望月利樹 

 

欠席者    なし 

 

執行部出席者   総務部長 鈴木康之  財政課長 宮崎正志 

 

議 題 

 

１ １２月定例会提出予定議案について 

 ○ 総務部長から、その概要について説明があった。 

 

２ 知事の提案理由説明について 

 ○ 知事の提案理由の説明は、慣例により口頭説明とされた。 

 

３ 代表質問について 

 ○ 代表質問の質問予定者及び発言時間は、 

    自民党誠心会     河西 敏郎議員 ４０分 

    自民党誠心会     白壁 賢一議員 ４０分 

    リベラルやまなし   清水喜美男議員 ４０分の以上３人である。 

 ○ 代表質問の期間は２日間とし、発言の順序は、 

    １日目は、自民党誠心会     河西 敏郎議員 

         自民党誠心会     白壁 賢一議員の順 

    ２日目は、リベラルやまなし   清水喜美男議員とされた。 

 以上、了承された。 
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４ 一般質問について 

 ○ 一般質問の質問希望者及び発言時間は、 

    自民党誠心会     杉山  肇議員 ２０分 

               渡辺 淳也議員 ２０分 

               市川 正末議員 ２０分 

               流石 恭史議員 ２０分 

               大久保俊雄議員 ２０分 

               志村 直毅議員 ２０分 

               臼井 友基議員 ２０分 

               向山 憲稔議員 ２０分 

    リベラルやまなし   山田 七穂議員 ２０分 

    令和会        卯月 政人議員 ２０分の以上１０人とされた。 

 ○ 一般質問の期間は３日間とし、発言順序は、 

    １日目は、リベラルやまなしの代表質問に引き続き、 

         自民党誠心会     杉山  肇議員 

         リベラルやまなし   山田 七穂議員の順 

    ２日目は、自民党誠心会     渡辺 淳也議員 

         令和会        卯月 政人議員 

         自民党誠心会     市川 正末議員 

         自民党誠心会     流石 恭史議員の順 

    ３日目は、自民党誠心会     大久保俊雄議員 

         自民党誠心会     志村 直毅議員 

         自民党誠心会     臼井 友基議員 

         自民党誠心会     向山 憲稔議員の順とされた。 

 以上、了承された。 

 

５ 県歌「山梨県の歌」の普及促進に関する決議の取り扱いについて 

 ○ 本件は、開会日の本会議に上程し、提出者の口頭説明ののち、質疑、討論及び委員会の付

託は省略して、即決する扱いとされた。 

 ○ なお、採決にあたっては、簡易採決の方法によることとされた。 

 以上、了承された。 

 

６ 認第１号議案及び認第２号議案の取り扱いについて 

 ○ これらの案件は、閉会中の継続審査案件として決算特別委員会に付託されていたものであ

るが、同委員長から委員会報告書の提出があった。 

 ○ 従って、１２月定例会開会日の会議に上程し、口頭による委員長報告ののち、採決する扱

いとし、討論のある場合は、１２月２日の正午までに発言通告書の提出を願う。 
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 ○ なお、発言時間は、各会派代表者会議の申し合わせにより、５分以内であることが確認さ

れた。 

 以上、了承された。 

 

７ １２月定例会会期並びに議事予定について（議運資料１） 

 ○ １２月定例会会期並びに議事予定は、配付のとおり 

 

８ 本会議の開始時刻について 

 ○ １２月３日の開会日の開始時刻は、午後１時３０分、１２月６日、９日及び１０日の代表

質問日及び一般質問日の開始時刻は、いずれも午後１時、１２月１１日の一般質問日の開始

時刻は、午前１１時とされた。 

 

９ 開会日の議事順序について（議運資料２） 

 ○ 開会日の議事順序は、配付のとおり 

 ○ なお、県歌については、議長の開会挨拶に先立ち斉唱することとされた。 

 

 

【連絡事項】 

 ○ 次回の各会派代表者会議並びに議会運営委員会は、１２月１８日（水）、午後１時、議会

運営委員会室において開催する予定である。 

 

 

 以上 

 


